
●
年
末
年
始
の
地
域
安
全
運
動

　
期
間
＝
　
月
1
日
～
1
月
3
日
　
次
の

12

こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
▼
外
出
時
は
戸

締
ま
り
を
確
認
し
、
近
所
に
声
を
掛
け
る

▼
わ
ず
か
な
間
の
駐
車
で
も
ド
ア
の
か
ぎ

を
掛
け
る
▼
子
ど
も
の
外
出
時
に
は
行
き

先
を
確
認
す
る
▼
非
行
防
止
の
た
め
子
ど

も
に
帰
宅
時
間
を
守
ら
せ
、
家
庭
で
の
会

話
を
大
切
に
す
る
▼
暴
力
団
か
ら
被
害
を

受
け
た
ら
警
察
に
届
け
る
▼
犯
罪
や
事
故

を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
ら
迷
わ
ず
警
察

へ
通
報
す
る

●
年
末
の
交
通
安
全
県
民
運
動

　
期
間
＝
　
月
　
～
　
日
　
ス
ロ
ー
ガ
ン

12

12

31

＝
「
思
い
や
る
　
心
ひ
と
つ
で
　
事
故
は

ゼ
ロ
」　
運
動
の
重
点
＝
飲
酒
運
転
の
根

絶
▼
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
▼
後
部
座

席
を
含
む
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底
　
※
夕
暮

れ
時
に
お
け
る
早
め
点
灯
、
雨
天
・
曇
天

時
の
点
灯
に
も
ご
協
力
を
。

●
歳
末
消
防
特
別
警
戒

　
期
間
＝
　
月
　
～
　
日
　
内
容
＝
「
消

12

15

31

さ
な
い
で
　
あ
な
た
の
心
の
　
注
意
の

火
」
を
合
言
葉
に
、
市
長
巡
視
、
消
防
局

職
員
、
消
防
団
員
に
よ
る
夜
警
な
ど
防
火

運
動
を
実
施
し
ま
す
　
※
た
ば
こ
の
後
始

末
、
て
ん
ぷ
ら
鍋
や
暖
房
器
具
の
取
り
扱

い
、
火
遊
び
な
ど
十
分
に
ご
注
意
を
。　

●
新
生
活
門
松
カ
ー
ド
の
ご
利
用
を

　
正
月
ら
し
い
絵
や
文
字
が
印
刷
さ
れ
て

い
ま
す
。
正
月
の
玄
関
飾
り
に
ど
う
ぞ
　

料
金
＝
2
枚
1
組
五
十
円
　
申
し
込
み
＝

　
月
　
日
ま
で
に
同
セ
ン
タ
ー
へ

12

20

●
夜
間
申
請
受
付
ボ
ッ
ク
ス
の
ご
利
用
を

　
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
抄
本
の
交
付

申
請
が
い
つ
で
も
で
き
ま
す
　
設
置
場
所

＝
市
役
所
前
、
各
支
所
、
島
瀬
町
警
察
官

連
絡
所
横
　
申
請
で
き
る
人
＝
申
請
し
よ

う
と
す
る
も
の
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人

●
誕
生
祝
金
、
記
念
品
の
申
請
を

　
煙
誕
生
祝
金（
ニ
万
円
）　
対
象
＝
本
市

に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登
録
さ
れ
て

い
て
、
第
3
子
以
降
の
子
を
出
産
し
た
母

（
同
一
の
母
）　
申
請
期
間
＝
新
生
児
の

誕
生
か
ら
6
カ
月
　
煙
誕
生
記
念
品
（
ア

ル
バ
ム
）　
対
象
＝
本
市
に
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
さ
れ
て
い
る
人
の
新
生
児

申
請
期
間
＝
新
生
児
の
誕
生
か
ら
1
年

●
国
民
年
金
の
現
況
届
の
提
出
が
原
則
不

要
と
な
り
ま
す

　
国
民
年
金
受
給
者
の
現
況
届
が
、
平
成

　
年
　
月
提
出
分
よ
り
、
原
則
と
し
て
不

18

12

要
と
な
り
ま
す
　
※
　
月
生
ま
れ
の
人
よ

12

り
順
次
。
た
だ
し
、
加
給
年
金
額
対
象
者

の
生
計
維
持
確
認
や
障
害
年
金
に
関
す
る

診
断
書
等
の
提
出
は
必
要
で
す
。

●１８ 

　■
最
寄
り
の
警
察
署

　■
市
役
所
交
通
安
全
対
策
課

　■
消
防
局
警
防
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
 （
緯
0
9
5
6
・
2
3
・
9
2
5
4
）

　■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
 （
緯
0
9
5
6
・
2
2
・
2
5
9
2
）

　■
市
役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所
、
各
行

　
政
セ
ン
タ
ー

　■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

　
　
 （
緯
0
9
5
6
・
3
4
・
1
1
4
5
）

　
お
尋
ね

　
佐
世
保
空
襲
犠
牲
者
遺
族
会
・
岩
村
さ
ん

　
    　（
緯
0
9
5
6
・
3
1
・
9
2
3
6
）

　
佐
世
保
空
襲
を
語
り
継
ぐ
会
・
新
貝
さ
ん

　
    　（
緯
0
9
5
6
・
2
4
・
6
5
5
1
）

と

き

　
月
8
日
　
時
よ
り
常
設

12

10

※
見
学
時
間
は
、
毎
週
土
・
日
曜
　
～
10

　
　
　
時
15

と
こ
ろ

旧
戸
尾
小
学
校
Ａ
棟
２
階
　

「
佐
世
保
空
襲
資
料
室
」
を

開
設
し
ま
す

 　
佐
世
保
空
襲
な
ど
戦
争
の
恐
ろ
し

さ
や
悲
惨
さ
を
物
語
る
写
真
の
ほ
か
、

貴
重
な
資
料
が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。

※
空
襲
や
戦
争
に
関
わ
る
資
料
・
情
報

　
の
提
供
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し

　
て
い
ま
す
。

●
医
療
費
の
節
減
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う

　
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
、
生
活

習
慣
病
の
増
加
な
ど
に
よ
り
医
療
費
は

年
々
増
え
て
い
ま
す
。
一
人
一
人
が
健
康

に
留
意
し
、
重
複
受
診
を
や
め
、
薬
を
必

要
以
上
に
求
め
な
い
な
ど
、
医
療
費
の
節

減
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
の
夜
間
、
日
曜
相
談

　
煙
夜
間
相
談
＝
　
月
　
、　
日
　
時
　

12

21

26

17

15

分
～
　
時
　
煙
日
曜
相
談
＝
　
月
　
日
9

20

12

24

～
　
時
　
と
こ
ろ
＝
同
課
　
相
談
内
容
＝

16
保
険
税
の
納
付
、
国
保
資
格
な
ど
　

●
交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
た
ら

　
交
通
事
故
に
遭
っ
て
国
民
健
康
保
険
を

使
う
と
き
は
、
医
療
機
関
に
そ
の
旨
を
伝

え
、
警
察
で
人
身
事
故
扱
い
の
事
故
証
明

書
の
手
続
き
を
し
て
、
国
民
健
康
保
険
課

で
手
続
き
を
。
飼
い
犬
に
か
ま
れ
た
と
き

や
傷
害
な
ど
の
場
合
も
同
課
へ
。

●

月
は
固
定
資
産
税
第
４
期
分
、
国
民

12健
康
保
険
税
第
７
期
分
の
納
付
月
で
す

　
忘
れ
ず
に
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替
や
納
税
組
合

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
旧
軍
人
・
軍
属
、
遺
族
を
対
象
に
巡
回

相
談
を
実
施

　
と
き
＝
　
月
　
日
　
～
　
時
　
と
こ
ろ

12

12

11

16

＝
ア
ル
カ
ス
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｏ
２
階
・
ス
ピ

カ
研
修
室

相
談
内
容
＝
恩
給
・
年
金
な

ど●
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

金
の
請
求
を

対
象
者
＝
①
第
十
八
回
「
い
号
」、
第
二

十
回
「
い
号
」
の
特
別
給
付
金
国
債
の
最

終
償
還
を
迎
え
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
　
②

新
規
支
給
対
象
者
＝
平
成
　
年
4
月
1
日

15

現
在
で
第
五
款
症
以
上
の
増
加
恩
給
等
受

給
者
の
妻
　
請
求
期
間
＝
平
成
　
年
9
月

21

　
日
ま
で
に
同
課
か
各
行
政
セ
ン
タ
ー
住

30民
福
祉
課
で
手
続
き
が
必
要
で
す
　
※
②

の
新
規
支
給
対
象
者
や
手
続
き
方
法
な
ど

詳
し
く
は
、
同
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
悪
質
商
法
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
内
容
＝
訪
問
し
て
き
た
業
者
が
「
近
所

で
日
用
品
な
ど
を
無
料
で
差
し
上
げ
ま

す
」
な
ど
と
声
を
掛
け
て
人
を
集
め
、
最

後
に
高
額
な
商
品
を
売
り
つ
け
る
こ
と
が

目
的
の
商
法
が
急
増
し
て
い
ま
す
　
※
日

ご
ろ
か
ら
テ
レ
ビ
、
新
聞
、
広
報
紙
な
ど

か
ら
情
報
を
入
手
し
、
困
っ
た
時
に
は
、

同
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
準
備
を

　
平
成
　
年
中
に
給
与
・
賃
金
な
ど
を
支

18

払
っ
た
法
人
や
個
人
事
業
主
は
、
従
業
員

の
扶
養
控
除
や
保
険
料
控
除
な
ど
を
確
認

し
、
賃
金
台
帳
な
ど
の
整
理
を
。
年
末
調

整
が
済
ん
だ
ら
、
給
与
支
払
報
告
書
2
部

（
フ
リ
ガ
ナ
、
生
年
月
日
の
記
入
が
必

要
）
と
総
括
表
1
部
の
提
出
を
　
提
出
期

限
＝
1
月
　
日
　
提
出
先
＝
同
課

31

●
市
立
小
・
中
学
校
就
学
の
お
知
ら
せ

　
内
容
＝
市
立
小
・
中
学
校
へ
の
新
入
学

の
際
に
は
、
住
民
登
録
地
の
校
区
へ
の
就

学
案
内
を
通
知
し
ま
す
が
、
特
別
な
事
由

が
あ
り
、
指
定
外
校
区
へ
の
通
学
の
希
望

が
あ
る
場
合
は
、
指
定
外
通
学
許
可
の
申

請
が
必
要
で
す
。
な
お
、
指
定
外
通
学
を

許
可
さ
れ
た
場
合
は
、
保
護
者
の
責
任
で

通
学
の
安
全
を
確
保
し
て
く
だ
さ
い
　
申

請
期
限
＝
1
月
　
日
　
提
出
先
＝
同
課

31

●
市
立
図
書
館
の
本
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

予
約
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
か
ら
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
本
の
予
約
が
で
き

ま
す
　
※
ご
利
用
の
際
は
、
同
館
か
早

岐
・
相
浦
・
世
知
原
・
宇
久
地
区
公
民
館

図
書
室
で
パ
ス
ワ
ー
ド
の
申
請
が
必
要
で

す
。

●

月
は
下
水
道
受
益
者
負
担
金
の
納
付
月

12
　
月
末
ま
で
に
最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納

入
し
て
く
だ
さ
い
。
前
回
未
納
の
人
は
併

せ
て
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。
負
担
金
は
下

水
道
建
設
の
た
め
の
貴
重
な
財
源
と
な
り

ま
す
。
納
期
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

2006.12
●１９ 

人
権
週
間
と
は
？

国
際
連
合
は
、
1
9
4
8
年
　
月
　
日
に
世
界
人
権
宣
言
を
採
択

12

10

し
、
1
9
5
0
年
に
は
　
月
　
日
を「
人
権
デ
ー
」と
定
め
ま
し
た
。
日
本
で
は
、
人
権
デ
ー

12

10

ま
で
の
1
週
間
（
　
月
4
日
～
　
日
）
を
人
権
週
間
と
定
め
、
毎
年
人
権
尊
重
思
想
の
啓
発

12

10

活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
啓
発
標
語「
育
て
よ
う
　
一
人
一
人
の
　
人
権
意
識
　
思
い

や
り
の
心
・
か
け
が
え
の
な
い
命
を
大
切
に
」　
　
　
■
お
尋
ね
　
市
役
所
人
権
啓
発
課

　■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　■
市
役
所
地
域
振
興
課

　■
市
役
所
納
税
課

　■
水
道
局
下
水
道
管
理
課

　
　
（
緯
0
9
5
6
・
2
4
・
1
1
5
1
）

　■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　■
県
庁
社
会
福
祉
課

        （
緯
0
9
5
・
8
2
4
・
1
1
1
1
）

　■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
 （
緯
0
9
5
6
・
2
2
・
2
5
9
1
）

　■
市
役
所
市
民
税
課

　■
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　■
市
立
図
書
館

　
　
 （
緯
0
9
5
6
・
2
2
・
5
6
1
8
）
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